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□
勢
多
会
館
で
受
け
付
け

二
月
十
七
日
�
か
ら
三
月
十
七
日

�
ま
で
（
土
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

の
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

（
還
付
・
贈
与
税
の
申
告
は
二
月
三

日
�
か
ら
）
勢
多
会
館
（
南
町
四
丁

目
）
で
受
け
付
け
ま
す
。
ま
た
、
前

橋
税
務
署
へ
の
郵
送
も
可
。

□
確
定
申
告
が
必
要
な
人

�
事
業
を
し
て
い
る
�
不
動
産
収

入
が
あ
る
�
昨
年
中
に
土
地
、建
物
、

株
式
な
ど
を
売
却
し
た
人
で
、
所
得

金
額
が
所
得
控
除
額
の
合
計
額
を
超

え
て
い
る
。

ま
た
、
給
与
所
得
者
も
、
次
に
該

当
す
る
人
は
申
告
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

�
年
間
の
給
与
収
入
が
二
千
万
円

を
超
え
る
�
給
与
の
支
払
い
を
一
カ

所
か
ら
受
け
て
い
る
人
で
給
与
所
得

以
外
の
所
得
が
二
十
万
円
を
超
え
る

�
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
二
カ
所
以

上
か
ら
受
け
て
い
る
�
途
中
退
職
な

ど
で
年
末
調
整
を
行
っ
て
い
な
い
。

□
申
告
書
は
自
分
で
記
入

申
告
書
は
「
所
得
税
の
確
定
申
告

の
手
引
」
を
参
考
に
し
て
、
自
分
で

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告

書
の
作
成
や
相
談
で
勢
多
会
館
へ
出

掛
け
る
と
き
は
、
筆
記
用
具
や
計
算

機
、
所
得
関
係
書
類
（
源
泉
徴
収
票

な
ど
）、
控
除
関
係
証
明
書
類
（
生
命

保
険
の
控
除
証
明
な
ど
）
を
用
意
し

ま
し
ょ
う
。

□
申
告
書
に
は
収
支
内
訳
書
を
添
付

不
動
産
・
事
業
・
山
林
所
得
な
ど

が
あ
る
人
は
、「
収
支
内
訳
書
」
を
作

成
し
、
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

□
介
護
保
険
料
な
ど
も
控
除
の
対
象

平
成
十
四
年
中
に
納
め
た
介
護
保

険
料
も
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
介
護
保
険
サ

ー
ビ
ス
の
利
用
料
も
、
一
部
医
療
費

控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
が
あ
り
ま

す
（
下
表
の
と
お
り
）。

□
介
護
保
険

�
保
険
料

社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介

護
高
齢
福
祉
課
�
８
９

０
―
６
１
５
９
へ
。

�
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

介
護
老
人
福
祉
施
設

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）
入
所
時
の
利
用
料

と
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
も
、
右
表

の
と
お
り
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
利
用
料
は
、

従
来
ど
お
り
医
療
費
控
除
の
対
象
で

す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
５
７
へ
。

�
お
む
つ
代

控
除
を
受
け
る
の
が
二
年
目
以
降

の
人
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
証
明
書

に
代
え
て
、
市
が
交
付
す
る
確
認
書

で
控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
介
護
高
齢
福
祉

課
�
８
９
０
―
６
１
５
５
へ
。

□
特
別
障
害
者

寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
を
介
護
し

て
い
て
、
特
別
障
害
者
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人
に
、
認
定
書
を
発
行

し
ま
す
。

対
象
＝
65
歳
以
上
で
六
カ
月
以
上
寝

た
き
り
（
重
度
の
痴
ほ
う
を
含
む
）

の
状
態
に
あ
る
お
年
寄
り
本
人
と
、

そ
の
人
を
税
法
上
扶
養
し
て
い
る
人

申
し
込
み
＝
市
役
所
１
階
介
護
高
齢

福
祉
課
（
�
８
９
０
―
６
１
３
３
）

へ
直
接

所
得
税
・
市
県
民
税
の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま
し

た
。
申
告
期
間
は
二
月
十
七
日

か
ら
三
月
十
七
日

ま
で
で
す
。
お
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
な
お
、

所
得
税
の
申
告
を
し
た
人
は
、
市
県
民
税
の
申
告
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

所
得
税
の
確
定
申
告

問
い
合
わ
せ
は
前
橋
税
務
署

�
２
２
４
―
４
３
７
８
、税
務
相

談
室
�
２
２
３
―
３
４
２
６
へ
。

介護保険料なども

控除の対象です

医療費控除の対象となる介護サービス

区分 対象者 対象サービス 対象費用の額 その他

介
護
老
人

福
祉
施
設

居
宅
サ
ー
ビ
ス

以下の��の両方の
要件を満たしている人
�居宅サービス計画
（市町村に作成依
頼書を提出したもの
に限る）に基づいて
居宅サービスを利用
すること

�上の居宅サービス計
画に次のサービスの
いずれかが位置付
けられていること

・訪問看護
・訪問リハビリテーショ
ン

・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーショ
ン

・短期入所療養介護
要支援・要介護認定
を受けて居宅サービ
スを利用した人

要介護度１～５の要
介護認定を受けて指
定老人福祉施設に入
所している人

左の�のサー
ビスと併せて
利用する以下
の居宅サービ
ス
・訪問介護
(家事援助
サービスを
除く）
・訪問入浴介
護
・通所介護
・短期入所生
活介護

・訪問看護
・訪問リハビ
リテーション
・居宅療養管
理指導
・通所リハビ
リテーション
・短期入所療
養介護

介護老人福祉
施設（特別養
護老人ホー
ム）利用

左の居宅サー
ビス費用（自
己負担分）

左の居宅サー
ビス費用（自
己負担分）

�介護費（自己
負担額）の1/2
�食費（自己負
担額）の1/2

サービス
事業者で
発行する
領収証が
必要

施設で発
行する領
収証が必
要


